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平成17年9月27日

各生活保護法指定介護事業者　様

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　神奈川県保健福祉部生活援護課
                                      横浜市福祉局生活福祉部保護課
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　川崎市健康福祉局地域福祉部保護指導課
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　横須賀市健康福祉部生活福祉課
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　相模原市保健福祉部地域福祉課
介護保険制度の改正に伴う生活保護制度の取扱いについて

　平成１7年10月施行分の介護保険制度の改正に伴う生活保護制度の取扱いについては、今後順次正式通知が厚生労働省社会・援護局保護課より発出される予定ですが、現行で予定されている取扱いにつきまして取りまとめましたので参考にしてください。

　なお、詳細につきましては独立行政法人福祉医療機構ホームページhttp://www.wam.go.jp/（WAM NET）にも掲載されておりますのでご覧ください。

　

· WAM　NET　

行政資料

　　→　介護保険

　　→　介護給付・介護報酬等　

→　生活保護関連(2005年9月16日)


　　　　　　　問い合せ先

　　　　　　　　神奈川県保健福祉部生活援護課 ℡045-210-1111(4912～6)
                横浜市福祉局生活福祉部保護課 ℡045-671-2429
　　　　　　　　川崎市健康福祉局地域福祉部保護指導課 ℡044-200-2643・5・6
　　　　　　　　横須賀市健康福祉部生活福祉課 ℡046-822-4000
　　　　　　　　相模原市保健福祉部地域福祉課 ℡042-769-9222
                                     　

介護保険法制度改正（10月施行分）に伴う生活保護制度における対応について

１　介護保険の被保険者である生活保護受給者についての食費及び居住費の取扱い

（１）　介護保険3施設（介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設）における食費及び居住費の取扱い

　

（食費の取扱い）

· 介護保険による補足給付（特定入所者介護サービス費）がなされた後の自己負担額(「食費の負担限度額」)（300円/日（実際の食費が「食費の負担限度額」を下回る場合には、その額））については従来どおり、国保連払いの介護扶助費で支給します。

※　食費については、300円/日を超える額で国保連に請求した場合は返戻されます（負担限度額認定を受けていない場合又は負担限度額認定申請中の場合も返戻対象となりますので、手続き等福祉事務所との連携をお願いいたします）。
　

　　(居住費の取扱い)

· 多床室については、居住費が全額介護保険（特定施設入所者介護サービス費）により賄われることから、居住費は発生しません。

· ユニット型個室、ユニット型準個室、従来型個室（現行の「特別の居室」、「特別の療養室」及び「特別の病室」（以下、｢特別の居室｣等という。）に相当するものを除く。）で居住費が発生する場合については、原則として利用することができません。（追加費用が発生しなければ利用可能です）

· 従来型個室のうち、「特別の居室」等については、利用を認めていません。但し、「特別の居室」等であることによる追加費用が発生しない場合には利用可能です。

※　居住費がかかる個室に入居の方で生活にお困りの利用者がいた場合については各福祉事務所にご相談ください。（社会福祉法人による利用者負担軽減制度の事前検討等もお願いします）
　

（食費、居住費共通事項）

· 指定介護機関は、被保護者の食費及び居住費の設定において介護保険の「食費の基準費用額」及び「居住費の基準費用額」(介護保険法第51条の2)の額の範囲内とすることを義務付ける予定です。

· 「指定介護機関介護担当規定」（平成１2年厚生省告示第191号）及び「生活保護法第54条の２第4項において準用する同法第52条第2項の規定による介護方針及び介護報酬」（平成12年厚生省告示第214号）の改正を予定しています。

（2） ショートステイ(短期入所生活介護及び短期入所療養介護)における食費及び滞在費について

　

（食費の取扱い）

· ショートステイを利用する被保護者の食費は、生活保護受給者に支給された、生活保護費の中から賄うことになります。必ず利用者本人または家族等に事前に説明をしていただき同意を得てください。（生活保護（介護扶助、生活扶助）による新たな支給はありません）

(滞在費の取扱い等)

· 多床室については、滞在費が全額介護保険（特定入所者介護サービス費）により賄われるため、滞在費は発生しません。

· ユニット型個室、ユニット型準個室及び従来型個室を利用した場合の滞在費については、生活保護法による新たな支給は行いません。（利用者負担となりますので個室に入居希望があった場合は福祉事務所とご協議ください）

　（食費、居住費共通事項）

· 指定介護機関は、被保護者の食費及び居住費の設定において介護保険の「食費の基準費用額」及び「居住費の基準費用額」(介護保険法第51条の2)の額の範囲内とすることを義務付ける予定です。

· 「指定介護機関介護担当規定」（平成１2年厚生省告示第191号）及び「生活保護法第54条の２第4項において準用する同法第52条第2項の規定による介護方針及び介護報酬」（平成12年厚生省告示第214号）の改正を予定しています。

　

（3） 通所サービスにおける食費の取扱いについて

· 通所サービスを利用する場合の被保護者の食費は、生活保護受給者に支給された、生活保護費の中から賄うことになります。よって、必ず利用者本人または家族等に事前説明及び同意を得てください。（生活保護（介護扶助、生活扶助）による新たな支給はありません）

２　介護保険の被保険者以外の者（40歳～65歳未満の医療保険未加入者である生活保護受給者）に係る食費及び居住費の取扱いについて

○　施設入所又はサービス利用の取扱いについては、介護保険の被保険者と同様の取扱いとなります。

○　食費及び居住費の取扱いについては、以下のものが介護扶助の対象となります。

(国保連払いの費用)

　○　施設入所者の食費に係る介護保険の特定入所者介護サービス費及び「食費の負担限度額」相当額(「食費の基準費用額」の範囲内の実際の食費の額（1，380円/日以内）)

　○　多床室入所者の居住費に係る介護保険の特定入所者介護サービス費相当額（「居住費の基準費用額」の範囲内の実際の居住費用額（320円/日以内））

· 被保険者以外の者の場合、食費及び居住費(多床室)の基準費用額を超える公費請求はエラーとなり請求書が返戻されます。

（福祉事務所払いの費用）

○　ショートステイで多床室を利用する場合の滞在費に係る介護保険の特定入所者介護サービス費相当額（「居住費(滞在費)の基準費用額」の範囲内の実際の滞在費の額（320円/日以内）を福祉事務所が支払う）

○　ショートステイを利用する場合の食費に係る介護保険の特定施設入所者介護サービス費相当額（食事の基準費用額が1,380円/日の場合1,380円―300円＝1,080円/日は福祉事務所が支払う）

· ショートステイで多床室以外の居室を利用する場合の滞在費に係る介護保険の特定入所者介護サービス費相当額（「居住費（滞在費）の基準費用額」の範囲内の実際の滞在費の額―利用者負担第１段階の滞在費の差額分を福祉事務所が支払う）

※短期入所生活介護で従来型個室を利用し滞在費が1,150円/日の場合１,150円―320円＝830円/日を福祉事務所が支払うこととなりますので、個室に入居希望があった場合については、必ず福祉事務所と協議してください。

　（生活保護受給者払いの費用）

○　ショートステイを利用する場合の「食費の負担限度額」相当額は被保護者に事業所が請求を行う（食事の基準費用額が1,380円/日の場合1,380円―300円＝1,080円/日は福祉事務所が支払うが、300円は被保護者から直接受領してください）

○　ショートステイで多床室以外の居室を利用する場合の滞在費（基準費用額の範囲内の実際の滞在費の額）については、利用者負担第１段階の滞在費の額は被保護者に事業所が請求を行う（短期入所生活介護で従来型個室を利用し滞在費が1,150円/日の場合１,150円―320円＝830円/日額を福祉事務所が支払うが、320円/日は被保護者から直接受領することとなります。但し、この費用については生活保護法による新たな支給は行いません。（利用者負担となりますので個室に入居希望があった場合は福祉事務所と必ずご協議ください）

○　通所サービスを利用する場合の被保護者の食費は、生活保護受給者に支給された、生活保護費の中から賄うことになります。よって、必ず利用者本人または家族等に事前説明及び同意を得てください。（生活保護（介護扶助、生活扶助）による新たな支給はありません）

